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研究成果の概要（和文）：本研究は、国際法と「中東地域秩序」との関係を解明するため、同概念の内容と実態
を実証的に明らかにすることを目的としたものである。その結果、アミーン・アルスラーン等のシリア・レバノ
ン系の著者がアラブ民族主義的な目的を持ちつつ、「国際法」知識の伝達に寄与し、国際法にとっても中東地域
秩序にとっても根本的な概念のアラビア語を鋳造していることが確認された。彼らの記述にはアラビア語の重視
が見て取れ、そこに中東地域秩序の一つの源流を見出すことができた。ただ、その実態の研究に関しては『統一
に関する討議についての報告書』の分析を行ったが、いまだ結論を出すには至っていない。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to elucidate the relationship between 
International Law and “Middle Eastern Regional Order”. By conducting this research, it turns out 
that the Syrian and Lebanese intellectuals, e.g. Amin Alslan, Yusuf Hamam Asaf etc., have played 
important role to construct some essential concepts of International Law and “Middle Eastern 
Regional Order” in Arabic. As the clear attachment to Arabic language or Arabic nation is visible 
in their writing, their commitment can be understood as one of the most important sources of Middle 
Eastern Regional Order.
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１．研究開始当初の背景 
 
申請者は、中東イスラーム世界の国際法理
解を明らかにするため、これまでの研究では
19 世紀を対象とした研究に取り組んできた。 
その後、申請者は 20 世紀以降における同地
域の国際法理解について研究を進めるなか
で、中東地域には独自の秩序が存在している
と論じる「中東地域秩序」論に触れた。1960
年代以降今日まで、中東イスラーム世界に関
して「中東地域秩序」、「アラブ秩序」、「アラ
ブ地域秩序」などの呼称（以下、「中東地域
秩序」）の下、極めて多数の議論が行われて
きているのである（近年の議論の代表例とし
て土屋一樹編『中東地域秩序の行方』（アジ
ア経済研究所、2013 年））。中東地域秩序は、
論者ごとに軍事・経済・法等のさまざまな分
野に関して論じられているが、中東地域には
ヨーロッパ等とは異なる独自の秩序が存在
する、あるいは存在するべきと主張されてい
る点は共通のようである。 
ここで、申請者は国際法と中東地域秩序と
はいかなる関係にあるのかという疑問を抱
いた。というのも、誤解を恐れずに言えば、
中東イスラーム世界においては、例えば中東
地域秩序が優先され、国際法の適用が排除さ
れる、あるいは国際法の内容が変容させられ
るというような事態が生じることさえ想定
しうるのである（そして、現にそのような主
張も見られる）。 
すなわち、現在の中東イスラーム世界にお
ける国際法の地位や役割、ひいては従来から
の申請者の問題関心である同地域の国際法
理解を把握するためには、国際法と中東地域
秩序との関係を理解しなければならないの
である。ところが、この課題についての研究
は、全く未着手のままであった。 
 
 
２．研究の目的 

 
本研究の目的は、国際法と「中東地域秩序」

との関係を解明することである。中東イスラ
ーム世界に関して、1960 年代以降今日まで、
「中東地域秩序」、「アラブ秩序」、「アラブ地
域秩序」などの呼称の下（以下、「中東地域
秩序」）、中東イスラーム世界には国際法とは
異なる独自の秩序が存在する、あるいは存在
するべきであるとの議論が行われている。こ
れらの議論は中東諸国の実際の行動にも影
響を与えているうえ、中東イスラーム世界で
は「中東地域秩序が優先され国際法の適用は
排除される」といった議論すら存在する。こ
れらの議論を正確に評価するため、本研究で
は中東地域秩序の内容と実態を実証的に明
らかにし、そのうえで国際法との関係を解明
する。 
  
 
３．研究の方法 

 
「国際法と中東地域秩序の関係」の解明を目
指すにあたって、まずは、（Ⅰ）中東地域秩
序の概念および実態の解明に取り組む。上述
のように中東地域秩序に関しては、軍事・経
済・法・宗教などの分野を対象に極めて多数
の文献が著されている。しかし、その著作の
多くは、中東地域秩序という概念を特別に定
義せずに使用しており、さらには表題として
使用するのみの著作すら存在する。 
よって、まずは（Ⅰ-１）中東地域秩序と

いう概念が何を意味しているかを明らかに
する。中東諸国内外の関連する著作の収集・
整理・分析を行い、そこで用いられている中
東地域秩序概念の全体像を把握した後、国家
間関係という観点から中東地域秩序概念を
再整理し提示する。続いて（Ⅰ-２）中東地
域秩序概念が、現実の諸国家の実践にどの程
度影響を与えていたのかを、先行研究を参照
しつつも関連外交資料に基づく実証的研究
によって明らかにする。 
以上の研究を前提として、（Ⅱ）国際法と

中東地域秩序の関係についての考察を行う。
具体的にはまず、（Ⅱ－１）国際法の基本的
な諸原則に着目し、その内容が中東地域秩序
内では変更あるいは排除されることがある
か否かを考察する。続いて、これらの研究を
総合し、より一般的に（Ⅱ－２）中東地域秩
序内において国際法はいかに位置づけられ
るかを、他の地域秩序と国際法との関係を参
照しつつ検討する。 
 
 

４．研究成果 
 
本研究は、国際法と中東地域秩序の関係

を解明することを目的としたものであった。
この目的を達成するため、まずは当初の予
定通り中東地域秩序概念の意味内容・その
全体像を描写するための調査・整理・分析
を行った（上述のⅠ-１）。具体的には中東
地域秩序を直接論じるムハ ンマド・サイー
ド・アフマドの論文や新聞記事を収集・分
析しているほか、特に中東地域秩序概念の
一つの源流になっていると考えられるアラ
ブ民族主義に注目した検討を行った。 
その結果、シャキーブ・アルスラーン 、

アミーン・アルスラーン、ユースフ・ハマ
ーム・アースアーフなどといったシリア・
レバノン系アラブ人の役割が重要であった
ことが確認された。彼らは、アラブ民族主
義的な目的を持ちつつ、「国際法」知識の伝
達に寄与していたことが確認できた。これ
らの人物は、国際法学においてはほぼ完全
に知られておらず、中東研究においてもシ
ャキーブ・アルスラーンを除いてほとんど
言及されることのない人物である。しかし
ながら、アラビア語文献に注目する限り、
これらの人物が果たした役割はきわめて重
要であることが明白であり、このため国際



法学、中東研究にとっても重要な研究上の
寄与となる。そこで、本研究では、国際法
にもアラブ民族主義、ひいては中東地域秩
序概念の形成にも影響を与えているこれら
の人物こそが中東地域秩序概念の形成・ 展
開に重要な役割を果たしたとの想定のもと、
これらの人物の人的連関や社会的・宗教的
背景等を一層検討することとした。 

 具体的には、上述の人物に加え、アラビ
ア語での初期の国際法関連著作の書き手を
網羅的に調査した結果、やはりシリア・レ
バノン系のヤヒヤー・カドリー、ナヒラ・
キルファート、ヌーヴァル・ヌーヴァル・
タラーブルスなどといった人物も重要であ
ることが確認された。 

 
※1890 年～1910 年までに出版されたア

ラビア語での国際法関連著作は以下の通り
である。（１）の著作を除き、執筆、翻訳、
出版いずれかの段階で上述のシリア・レバ
ノン系の人物がかかわっている。 

 
1891 年 
（１）『立法の基礎』（ベンサム（著）、ア

フマド・ファトヒー・ザグルール（訳）、ブ
ラーク出版） 
（２）『至高なる国家とエジプトと諸国の

間の諸条約』（アイユーブ・アウン、ウムー
ミーヤ出版） 
（３）『至高なる国家とヨーロッパ諸国の

間で締結された諸条約』（ユースフ・ハマー
ム・アースアーフ、ウムーミーヤ出版） 

1894 年 
（４）『国際法についての書』（ハサン・

フェフミー（著）、ヤヒヤー・カドリー、ナ
ヒラ・キルファート（訳）、出版社不明） 

1896 年 
（５）『エジプトと至高なる国家とにおけ

る国際私法の書』（バストーロース・ビシャ
ーラ、アリー・ジャマールッディーン、ヒ
ラール出版） 
（６）『至高なる国家が締結した諸条約』

（ユースフ・ハマーム・アースアーフ、ウ
ムーミーヤ出版） 

1900 年 
（７）『諸国民の法と諸国の条約について

の書』（アルスラーン、ヒラール出版） 
1907 年 
（８）『国際法の書』（オットカル（著）、

ヌーヴァル・ヌーヴァル・アル・タラーブ
ルス（訳）、出版社不明） 

 
 
彼らは国際法にとっても中東地域秩序に

とっても根本的な概念である「民 族」、「国
家」、「人民」などといった西洋起源の概念
をアラビア語に移しかえている。そしてそ
の翻訳の手法は、各著者あるいは訳者とオ
スマン帝国との関係性によって用いるアラ
ビア語が異なっていることが分かった。そ

して彼らの著作においては、アラビア語や
アラブ性に言及されることが多く、このア
ラブ性への執着は、中東地域に後に形成さ
れる主権国家よりも、より広い対象に対す
る帰属意識 を示すものであり、中東地域秩
序意識の一つの源流を見出すことができる。
現時点では、これらの人物の見解が、1960
年代以降に中東地域秩序を主唱していくこ
とになるムハンマド・サイード・アフマド
などといった人物に、影響を与えたのか、
与えたとすればどのような系譜で、いかな
る影響を与えることになったのかを検討し
ている。 

 
本研究のもう一方の柱であった「中東地

域秩序概念が現実の諸国家の実践にどの程
度影響を与えていたのか」という点について
の検討（Ⅰ-２）は、必ずしも十分な成果を
得ることがかなわなかった。その理由は、上
述の「中東地域秩序概念」の明確化に関する
研究がシリア・レバノン系知識人に着目した
歴史的アプローチによるものに変わったこ
とにある。しかしながら、まずは予定されて
いた中東地域秩序にかかわる中東諸国の実
践として 1960 年代以降の条約を中心に行
った。確かにこの間の条約においてはアラ
ブ地域の統一性、共通性を主張するものが
多数存在する。もっとも、この検討のみで
は条文の文面を対象とした表面的な検討に 
とどまっている、そこでその後は 1973 年
に出版された『統一に関する討議について
の報告書』という中東諸国首脳の統一に向
けた国際会議の議事録を入手し、この分析
を進めている。本議事録は、1972 年から
1977 年の間にエジプト、リビア、シリア、
スーダンがアラブ民族主義に基づき形成し、
解体した「アラブ共和国連邦」形成にかか
わるものである。本報告書においては、（Ⅰ
-１）で検討したシリア・レバノン系知識人
あるいはその著作への明示的な言及は見ら
れないようである。 
今後はこの報告書の詳細な読解・分析を中

心に、他の外交資料に基づく実証的研究をす
すめることによって「中東地域秩序」にか
かわる中東諸国の実践や地域的国際機関の
実行についても研究を進捗させたい。 
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